
シ
⑫
言
Ｑ
里
○
邑
吾
①
い
①
Ｐ
○
○
○
‐
穴
○
斤
巨
売
㈹
］
○
邑
○
命
己
昌
三
里
○
の
四
ｓ
丙
①

●

秋
田
藩
が
幕
府
か
ら
二
○
万
五
八
○
○
石
余
の
大
名
領
知
高
を
正
式
に
認
定
さ
れ
た
の
は

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
江
戸
幕
府
の
四
代
将
軍
徳
川
家
綱
が

全
国
の
大
名
に
一
斉
に
領
知
安
堵
状
を
発
給
し
た
寛
文
印
知
の
と
き
、
秋
田
藩
二
代
藩
主
佐

竹
義
隆
が
初
め
て
そ
の
領
知
判
物
を
拝
領
し
て
い
る
。

出
羽
国
秋
田
・
山
本
・
河
辺
・
山
乏
・
平
鹿
・
雄
勝
、
六
郡
弐
拾
万
石
、
下
野
国
河
内
・

都
賀
両
郡
之
内
五
千
八
百
石
余
、
都
合
弐
拾
万
五
千
八
百
石
余
細
鮒
在
事
、
如
前
々
充
行

之
詑
。
全
可
領
知
之
状
如
件
。

寛
文
四
年
四
月
五
日
御
判
筆
者
大
橋
左
兵
衛

秋
田
侍
従
と
の
へ
（
１
）

こ
れ
に
よ
っ
て
、
秋
田
藩
は
出
羽
国
六
郡
に
二
○
万
石
と
、
下
野
国
一
一
郡
に
五
八
○
○
石

余
の
領
知
高
が
初
め
て
認
定
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
こ
こ
で
「
山
乏
」
と
あ
る
の
は
、
「
さ
ん
ぼ

う
」
も
し
く
は
「
せ
ん
ぼ
う
」
あ
る
い
は
「
せ
ん
ぼ
く
」
と
読
む
の
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
は
、

秋
田
藩
佐
竹
氏
の
表
高
二
○
万
石
に
つ
い
て

は
じ
め
に

言
①
元
】
○
○
ざ
‐
日
○
穴
巨
Ｒ
ｏ
宍
匡
葛
湯
］
＠
Ｆ
い
い
。
‐
穴
○
穴
匡
・
目
冨
の
巳
四
つ
９
曲

穴
○
穴
匡
忌
四
○
国
○
命
己
巴
日
電
○
の
四
国
丙
①
農
の
胃
①
。
す
ぐ
言
①
、
①
国
①
国
｝
．

●

弓
宮
①
、
①
国
①
国
胃
○
【
目
ご
穴
巨
、
画
君
津
の
彦
○
、
宮
邑
昌
①
、
画
く
①
Ｑ
巴
日
電
○
の
宗
元
電
○
○
豆
‐
ご
四
国
ロ
日
○
誘
匡
ぷ
言
①
ｏ
①
目
』
唾
ｏ
里
①
○
氏
ｇ
①
、
ｏ
ぐ
①
昌
四
ロ
ｏ
①
○
国
ｇ
①
Ｒ
①
四
○
国
回
国
Ｑ
段
宛
琶
○
ｏ
三
‐
日
○
穴
匡
ｇ
宍
巨
ぷ

乏
冨
ｏ
声
。
①
の
ｇ
ご
①
の
号
①
Ｃ
Ｏ
己
①
貝
の
○
命
吾
①
門
①
四
○
弓
・
西
○
君
①
ぐ
①
綜
困
竜
○
の
宮
‐
宮
四
国
ロ
冒
○
扇
巨
可
○
日
ｇ
①
唾
扇
〔
、
①
目
①
国
｝
胃
①
竜
麗
匡
目
ご
丙
ロ
、
四
君
四
ｇ
ｏ
巴
日
電
○
の
四
国
穴
①
言
］
⑦
Ｃ
Ｐ
Ｑ
ご
国
昌

８
国
国
冒
頃
【
○
百
含
冨
患
・
弓
①
の
旨
①
○
き
ぎ
①
Ｒ
①
四
○
弓
・
ロ
巴
冒
舌
蟹
国
宍
①
、
ｏ
〔
元
舌
の
宮
‐
冨
昌
日
○
誘
巨
画
呂
閃
き
ｏ
宮
‐
白
○
穴
胃
○
百
ざ
儲
房
①
胃
寓
言
国
①
陣
○
日
ｇ
①
ざ
巨
寓
ゴ
、
ｇ
①
邑

胃
①
扇
巨
目
四
目
ご
穴
匡
、
豊
三
国
言
］
つ
ひ
や
．
シ
］
ｇ
ｏ
宮
、
彦
昌
①
穴
○
丙
匡
・
画
穴
四
冒
号
①
宛
竜
○
○
宮
‐
面
目
自
白
○
房
巨
言
圏
い
つ
Ｐ
○
つ
Ｃ
‐
宍
○
穴
巨
・
弓
①
の
昌
邑
○
開
弓
①
穴
○
丙
巨
旦
四
宍
四
臼
ｇ
ｏ
彦
昌
の
ｇ
ｇ
Ｑ
①
の
ｇ
弓
①
ロ
ヨ

言
①
元
舌
ｇ
‐
日
○
百
８
百
葛
湯
］
ｇ
・
い
ご
‐
百
百
・
目
冨
の
言
ロ
①
門
註
呂
の
①
。
○
邑
言
の
ｇ
の
ｇ
①
言
胃
琶
さ
昌
彦
①
酌
昌
言
邑
①
胃
・
冒
○
く
昼
①
。
ｇ
①
宮
①
白
易
①
〔
○
白
く
①
旨
、
農
①
ｇ
①
ｇ
Ｐ
ｏ
ｇ
‐
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国
己
①
○
三
ミ
ン
己
吟
ｚ
シ
田
岡

陛
弓
の
言
幽
９

秋
田
地
方
で
用
い
ら
れ
た
江
戸
時
代
の
仙
北
郡
を
指
す
古
く
か
ら
の
呼
称
だ
っ
た
。
秋
田
藩

で
は
、
秋
田
・
山
本
・
河
辺
の
三
郡
を
下
筋
も
し
く
は
下
三
郡
と
い
い
、
残
り
の
仙
北
・
平

鹿
・
雄
勝
三
郡
を
合
わ
せ
て
上
筋
、
上
三
郡
と
い
い
、
秋
田
の
藩
領
全
体
を
指
し
て
秋
田
六

郡
と
い
っ
た
。
ま
た
、
上
三
郡
を
指
し
て
単
に
仙
北
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
藩
領
全
体
を
指

し
て
仙
北
下
筋
と
い
う
用
法
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
紛
ら
わ
し
く
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
右

の
家
綱
判
物
に
よ
れ
ば
、
そ
の
出
羽
国
六
郡
に
二
○
万
石
と
下
野
国
の
飛
地
領
を
合
わ
せ
た

合
計
一
一
○
万
五
八
○
○
石
余
の
所
領
を
前
々
の
如
く
宛
が
う
の
で
、
そ
れ
を
す
べ
て
支
配
せ

よ
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
如
前
々
充
行
之
詑
」
と
あ
る
の
は
、
具
体
的
に
は
徳
川

家
康
が
初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
に
出
羽
の
所
領
を
安
堵
し
た
こ
と
を
指
す
と
見
ら
れ
る
。

出
羽
国
之
内
秋
田
・
仙
北
両
所
進
置
候
。
全
可
有
御
知
行
候
也
。

慶
長
七
年
七
月
廿
七
日
御
居
判

佐
竹
侍
従
殿
（
２
）

こ
れ
が
有
名
な
、
家
康
が
佐
竹
義
宣
に
与
え
た
慶
長
七
年
（
一
六
○
二
）
の
領
知
判
物
で
、

常
陸
領
を
没
収
し
、
代
わ
り
に
出
羽
国
「
秋
田
・
仙
北
両
所
」
に
替
地
を
与
え
る
と
い
う
安

渡
辺
英
夫
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徳
川
将
軍
は
、
代
替
わ
り
を
す
る
と
、
先
代
の
将
軍
が
発
給
し
た
領
知
安
堵
状
を
各
大
名

か
ら
提
出
さ
せ
、
点
検
し
た
上
で
改
め
て
新
規
の
安
堵
状
を
発
給
し
た
。
そ
れ
は
、
新
し

い
主
人
が
家
臣
と
取
り
交
わ
す
主
従
関
係
確
認
の
儀
式
だ
っ
た
。
こ
れ
を
御
朱
印
改
な
い
し

判
物
改
と
い
い
、
二
代
将
軍
秀
忠
も
お
こ
な
っ
て
い
る
。
秀
忠
の
将
軍
就
任
は
、
慶
長
十
年

一
一
領
知
判
物
の
拝
領

（
一
六
○
五
）
だ
っ
た
が
、
家
康
が
大
御
所
と
し
て
実
権
を
握
っ
て
い
た
た
め
、
家
康
の
死
後
、

将
軍
と
し
て
実
権
を
掌
握
し
た
後
に
判
物
改
が
実
施
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
長
州
萩
藩
主
毛

利
綱
広
に
は
元
和
三
年
（
一
六
一
七
）
九
月
五
日
付
で
秀
忠
判
物
が
発
給
さ
れ
た
と
見
ら
れ

る
（
４
）
。
秋
田
藩
は
ま
だ
初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
の
時
代
で
、
秋
田
藩
側
で
は
、
そ
の
と
き
の
様

子
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

台
徳
院
様
蛎
忠
御
判
物
御
改
之
節
、
権
現
様
御
判
物
被
指
上
候
処
二
、
権
現
様
御
判
物
御

文
章
之
趣
一
一
て
ハ
別
て
御
判
物
不
及
被
下
旨
、
被
仰
出
、
御
判
物
ハ
不
被
下
候
由
（
５
）
。

つ
ま
り
、
先
代
の
家
康
よ
り
与
え
ら
れ
た
判
物
を
提
出
す
る
よ
う
幕
府
か
ら
命
じ
ら
れ
た

の
で
、
そ
れ
を
差
し
出
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
文
面
な
ら
新
規
の
判
物
発
給
に
は
及
ば
な
い
と

さ
れ
、
秀
忠
か
ら
の
判
物
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
領
知
高
も
記
さ
れ

ず
郡
名
も
判
然
と
し
な
い
内
容
が
問
題
と
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
花
押
か
ら
判

物
そ
の
も
の
の
真
贋
を
疑
わ
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。
続
く
三
代
将
軍
家
光
の
判
物
改
に
際

し
て
も
、
状
況
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

大
猷
院
様
峨
光
御
判
物
御
改
之
節
、
台
徳
院
様
御
代
之
次
第
被
仰
上
候
得
は
、
御
先
代
之

通
と
被
仰
出
、
御
判
物
御
拝
領
無
之
由
（
６
）
。

家
光
の
将
軍
宣
下
は
元
和
九
年
（
一
六
一
一
三
）
だ
が
、
や
は
り
実
権
を
掌
握
で
き
た
の
は

父
秀
忠
が
没
し
た
寛
永
九
年
（
一
六
三
一
一
）
以
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
家

光
の
領
知
判
物
は
寛
永
十
一
年
八
月
四
日
付
で
多
く
の
大
名
に
発
給
さ
れ
て
い
る
。
秋
田
藩

で
は
、
寛
永
十
年
、
初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
が
没
し
、
一
一
代
藩
主
佐
竹
義
隆
の
治
世
と
な
っ
て

い
た
。
秋
田
藩
で
は
家
光
の
判
物
改
に
際
し
、
先
代
秀
忠
時
代
の
経
緯
を
説
明
し
、
秀
忠
か

ら
の
領
知
安
堵
状
は
拝
領
し
て
い
な
い
の
で
提
出
で
き
な
い
と
申
し
出
た
。
す
る
と
、
そ
れ

な
ら
ば
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
先
代
の
通
り
に
せ
よ
と
の
こ
と
で
、
や
は
り
家
光
か

ら
も
判
物
は
授
与
さ
れ
な
か
っ
た
。
判
物
拝
領
が
な
い
以
上
、
そ
の
写
し
が
あ
る
訳
も
な
く
、

秋
田
藩
側
で
は
「
御
判
物
御
拝
領
無
之
由
」
と
、
伝
聞
の
形
で
書
き
残
す
よ
り
他
な
か
っ
た
。

佐
竹
義
隆
の
治
世
も
長
く
、
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
ま
で
三
九
年
間
続
く
が
、
そ
の

間
に
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
三
代
将
軍
家
光
が
没
し
、
同
年
中
に
徳
川
家
綱
が
四
代
将
軍

に
就
任
し
た
。
徳
川
幕
府
の
時
代
が
始
ま
っ
て
約
半
世
紀
、
秋
田
藩
の
治
世
も
安
定
し
て
き

た
が
、
さ
す
が
に
将
軍
が
四
代
目
を
数
え
る
時
代
と
な
り
な
が
ら
、
領
知
安
堵
状
が
家
康
判

物
し
か
な
く
、
し
か
も
そ
れ
は
旧
領
没
収
に
関
わ
る
替
地
の
宛
行
状
だ
っ
た
か
ら
、
秋
田
藩

側
が
危
倶
の
念
を
抱
く
の
も
当
然
だ
っ
た
。

厳
有
院
様
嫁
綱
御
判
物
御
改
之
節
、
御
判
物
井
領
知
御
目
録
無
之
候
て
ハ
国
境
不
分
明
之

間
、
御
拝
領
被
成
度
由
、
御
願
被
成
候
て
、
御
拝
領
之
由
（
７
）
。
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堵
状
だ
っ
た
。
佐
竹
氏
は
、
こ
の
判
物
を
与
え
ら
れ
て
先
祖
伝
来
の
地
で
あ
る
常
陸
を
離
れ
、

出
羽
秋
田
に
移
封
し
た
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
領
知
高
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
郡

名
さ
え
「
秋
田
・
仙
北
両
所
」
と
あ
い
ま
い
な
も
の
だ
っ
た
。
右
に
見
る
「
秋
田
」
が
い
わ

ゆ
る
下
筋
三
郡
を
、
そ
し
て
「
仙
北
」
は
上
筋
一
一
一
郡
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
関
ヶ
原

合
戦
の
後
、
戦
後
処
理
の
最
終
段
階
で
、
佐
竹
氏
に
下
さ
れ
た
常
陸
領
の
没
収
と
替
地
支
給

の
処
断
で
は
あ
っ
た
が
、
領
知
判
物
と
し
て
は
や
や
異
質
な
も
の
だ
っ
た
。

古
代
、
朝
廷
が
出
羽
国
を
そ
の
氏
配
下
に
組
み
入
れ
た
と
き
、
鳥
海
山
の
北
方
内
陸
部
を

山
北
地
方
と
よ
び
、
延
喜
式
で
は
そ
こ
に
雄
勝
・
平
鹿
・
山
本
の
三
郡
を
設
置
し
、
さ
ら
に

山
本
郡
の
西
方
海
岸
部
に
河
辺
郡
を
、
そ
し
て
そ
の
北
方
に
秋
田
郡
を
置
い
た
。
中
世
こ
の

地
域
で
は
、
烏
海
山
の
北
側
一
帯
を
「
山
北
」
と
よ
ぶ
慣
例
が
残
り
、
そ
の
「
山
北
」
、
す
な

わ
ち
「
さ
ん
ぼ
く
」
が
や
が
て
転
誰
し
て
「
せ
ん
ぼ
く
」
や
「
せ
ん
ぼ
う
」
、
あ
る
い
は
「
さ

ん
ぼ
う
」
と
な
り
、
「
仙
北
」
あ
る
い
は
「
山
乏
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
３
）
。
戦
国
末
期
、
秋
田
地
方
で
は
、
「
仙
北
」
は
鳥
海
山
北
側
の
い

わ
ゆ
る
雄
勝
・
平
鹿
・
仙
北
を
指
す
用
語
と
し
て
遣
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら

の
北
方
が
秋
田
だ
っ
た
。
家
康
も
そ
の
慣
例
に
な
ら
い
、
「
秋
田
・
仙
北
両
所
」
と
記
し
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
中
世
、
秋
田
地
方
の
文
書
で
は
、
延
喜
式
に
定
め
る
「
山
本
郡
」

は
「
仙
北
郡
」
と
も
記
さ
れ
、
秋
田
郡
の
一
部
が
「
桧
山
郡
」
と
も
「
山
本
郡
」
と
も
記
さ

れ
る
例
が
見
ら
れ
た
。
当
時
、
郡
名
の
呼
称
が
大
分
混
乱
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
だ

ろ
う
。
家
康
が
「
秋
田
・
仙
北
両
所
」
と
記
し
た
背
景
に
は
、
そ
う
し
た
混
乱
し
た
事
情
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
郡
名
呼
称
の
混
乱
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て
、
近
世
大
名
に
と
っ
て
最
も
大
事

な
領
知
高
が
記
さ
れ
な
い
領
知
安
堵
状
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
家
康
は
な
ぜ
領
知
高
を
明
示

し
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
自
体
、
検
討
す
べ
き
重
要
課
題
だ
が
、
本
稿
で
は
そ
の
問
題
に
は

触
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
出
羽
国
六
郡
に
二
○
万
石
と
い
う
高
が
、
何
を
基
に
、
ど
こ
か
ら

は
じ
き
出
さ
れ
た
の
か
、
こ
の
点
に
的
を
絞
っ
て
考
え
た
い
。
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四
代
将
軍
家
綱
の
判
物
改
の
際
に
、
領
知
判
物
と
領
知
目
録
が
な
い
と
隣
藩
と
の
国
境
も

不
確
か
で
問
題
が
あ
る
と
い
う
理
由
を
挙
げ
、
秋
田
藩
の
側
か
ら
幕
府
に
判
物
と
目
録
の
下

付
を
願
い
出
た
の
だ
と
い
う
。
そ
う
し
て
願
が
認
め
ら
れ
た
結
果
が
、
冒
頭
に
引
用
し
た
寛

文
四
年
の
家
綱
判
物
な
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
徳
川
家
綱
の
寛
文
印
知
は
、
秋
田
藩
に
限

ら
ず
全
国
の
大
名
に
対
し
て
一
斉
に
領
知
安
堵
状
を
発
給
し
た
幕
府
の
重
要
政
策
だ
っ
た
か

ら
、
右
に
見
る
よ
う
に
秋
田
藩
側
か
ら
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
判
物
と
目
録
が
発
給
さ
れ

た
と
す
る
主
張
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
秋
田
藩
が
幕
府
か
ら
正
式
に
領
知
高
と
支
配
領
域
を
認
定

さ
れ
た
の
は
確
か
だ
っ
た
。
秋
田
藩
に
と
っ
て
、
家
康
判
物
に
記
さ
れ
た
「
秋
田
・
仙
北
両
所
」

が
「
秋
田
・
山
本
・
河
辺
・
山
乏
・
平
鹿
・
雄
勝
」
と
出
羽
国
六
郡
に
明
確
に
規
定
さ
れ
た

点
は
重
要
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
は
出
羽
六
郡
二
○
万
石
と
い
う
数
値
が
な
ぜ
、
ど

の
よ
う
に
し
て
出
て
き
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
古
代
国
郡
制
の
定
め
に
な
か
っ
た
「
山

乏
」
が
登
場
し
た
点
に
も
注
意
が
い
る
だ
ろ
う
。

出
羽
国
秋
田
・
山
本
・
河
辺
・
山
乏
・
平
鹿
・
雄
勝
六
郡
、
下
野
国
河
内
郡
之
内
八
箇
村
・

都
賀
郡
之
内
三
箇
村
、
高
弐
拾
万
五
千
八
百
石
余
恥
鮒
在
事
、
任
寛
文
四
年
四
月
五
日
先

判
之
旨
、
充
行
之
詑
。
全
可
領
知
之
状
如
件
。

寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
か
ら
正
徳
二
年
（
一
七
一
一
一
）
ま
で
に
秋
田
藩
と
幕
府
と
の
間

に
起
こ
っ
た
大
き
な
変
化
と
い
え
ば
、
二
つ
の
分
家
大
名
の
創
出
が
思
い
当
た
る
。
秋
田
藩

は
江
戸
時
代
が
始
ま
っ
て
最
初
の
一
○
○
年
間
を
三
人
の
藩
主
で
乗
り
切
っ
た
と
こ
ろ
に
特

徴
が
あ
っ
た
。
三
代
の
藩
主
が
そ
れ
ぞ
れ
一
一
一
○
年
、
四
○
年
近
く
の
長
期
政
権
を
担
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
三
代
目
に
不
幸
が
起
こ
っ
た
。
元
禄
十
一
一
年
（
一
六
九
九
）
、
嫡
子
義
苗
が
父

の
三
代
藩
主
義
処
に
先
立
っ
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
ｕ
）
。
義
苗
は
正
室
に
和
歌

山
藩
主
徳
川
光
貞
の
娘
を
迎
え
な
が
ら
、
子
を
儲
け
ぬ
ま
ま
二
九
歳
の
死
だ
っ
た
。
義
苗
は

義
処
の
嗣
子
と
し
て
幕
府
に
届
け
出
ら
れ
て
お
り
、
次
の
藩
主
と
な
る
こ
と
が
藩
内
で
は
決

ま
っ
て
い
た
。
秋
田
藩
は
そ
の
後
継
者
を
失
い
、
早
急
の
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

義
処
は
こ
の
と
き
す
で
に
六
三
歳
、
次
男
叙
胤
は
相
馬
中
村
藩
主
相
馬
昌
胤
の
養
子
と
な
っ

て
佐
竹
氏
を
離
れ
て
お
り
、
わ
ず
か
六
歳
の
三
男
義
格
が
義
処
の
も
と
に
残
さ
れ
た
。
仮
に

嗣
子
を
定
め
ぬ
ま
ま
、
藩
主
義
処
の
身
に
変
事
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
藩
の
存
亡
に
直
結
す
る

重
大
事
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
速
や
か
に
義
処
の
嗣
子
を
定
め
幕
府
に
届
け
出
る
必
要
が
あ
っ

た
。
血
縁
の
道
理
か
ら
す
れ
ば
、
実
子
の
義
格
を
充
て
る
の
が
順
当
だ
っ
た
。
し
か
し
義
格

は
ま
だ
元
服
前
の
六
歳
で
、
将
軍
に
拝
謁
す
る
に
は
幼
す
ぎ
た
。
そ
こ
で
、
義
処
の
実
弟
で

四
五
歳
の
義
長
を
義
処
の
養
嗣
子
と
し
て
願
い
出
る
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
は
考
え
ら
れ
た
。

之
内
拾
壱
箇
村
等
地
、
都
合
弐
拾
万
五
千
八
百
石
余
事
糊
鵬
縛
任
寛
文
以
後
之
旧
規
、

充
行
之
詑
。
宜
有
領
知
之
状
如
件
。

正
徳
二
年
四
月
十
一
日
御
印

秋
田
侍
従
と
の
へ
（
９
）

「
御
印
」
に
つ
い
て
は
前
記
の
通
り
で
、
そ
の
他
、
「
秋
田
領
」
の
「
領
」
の
文
字
や
、
書

き
止
め
の
「
宜
有
領
知
之
状
如
件
」
に
「
可
」
が
抜
け
て
い
た
り
す
る
点
に
は
違
和
感
が
残

る
史
料
と
い
え
る
。
こ
の
文
書
を
確
認
す
る
と
、
大
変
丁
寧
に
浄
書
さ
れ
た
写
し
で
虫
損
も

な
く
、
『
秋
田
県
史
』
で
も
こ
の
よ
う
に
解
読
さ
れ
て
い
る
（
叩
）
。
文
字
遣
い
に
若
干
問
題
が
あ

る
も
の
の
、
内
容
的
に
は
家
綱
の
寛
文
印
知
、
お
よ
び
綱
吉
判
物
を
踏
襲
す
る
同
一
内
容
と

捉
え
て
問
題
な
い
。
た
だ
し
、
目
録
云
々
の
割
註
の
あ
と
、
「
任
寛
文
以
後
之
旧
規
、
充
行
之
詑
」

の
部
分
に
は
何
か
含
み
の
あ
る
と
こ
ろ
を
感
じ
る
。
他
の
大
名
に
与
え
ら
れ
た
判
物
の
よ
う

に
「
任
貞
享
元
年
九
月
廿
一
日
先
判
之
旨
」
で
は
な
く
、
寛
文
の
家
綱
判
物
以
降
の
「
旧
規
」

に
任
せ
て
、
こ
れ
を
宛
が
う
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
新
田
分
知
と
本
知
分
割
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貞
享
元
年
九
月
廿
一
日
御
印

秋
田
侍
従
と
の
へ
（
８
）

こ
れ
は
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
の
年
号
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
秋
田
藩
三
代
藩
主
佐

竹
義
処
が
次
の
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
（
常
憲
院
）
か
ら
拝
領
し
た
領
知
判
物
の
写
し
で
あ
る
。

秋
田
藩
側
が
書
き
留
め
た
こ
の
写
し
で
は
、
日
付
の
下
に
「
御
印
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

お
そ
ら
く
原
典
に
は
こ
こ
に
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉
の
花
押
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
現
在
の
古
文

書
学
か
ら
す
れ
ば
、
「
（
綱
吉
花
押
）
」
と
記
す
の
が
正
し
い
表
記
法
だ
ろ
う
。
ま
た
、
当
時
の

書
き
方
か
ら
す
れ
ば
、
「
御
居
判
」
と
記
す
べ
き
だ
が
、
な
ぜ
か
「
御
印
」
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
内
容
は
、
判
物
の
本
文
中
に
寛
文
四
年
四
月
五
日
の
「
先
判
之
旨
」
に
任
せ

て
こ
れ
を
宛
が
う
の
で
、
す
べ
て
支
配
せ
よ
、
と
記
さ
れ
る
通
り
、
四
代
家
綱
の
領
知
判
物

を
そ
の
ま
ま
認
定
す
る
も
の
だ
っ
た
。
領
知
高
は
変
わ
ら
ず
、
出
羽
国
六
郡
も
そ
の
ま
ま
同

じ
だ
が
、
下
野
国
一
一
ヶ
村
に
つ
い
て
河
内
郡
に
八
ヶ
村
と
都
賀
郡
に
三
ヶ
村
と
村
数
が
明

記
さ
れ
た
点
が
前
回
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
文
昭
院
こ
と
六
代
将
軍
家
宣
よ
り
の
判
物
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
正
徳
二
年

（
一
七
一
二
）
、
秋
田
藩
四
代
藩
主
佐
竹
義
格
が
拝
領
し
た
判
物
の
写
し
で
あ
る
。

出
羽
国
秋
田
領
・
山
本
・
川
辺
・
山
乏
・
平
鹿
・
雄
勝
六
郡
井
下
野
国
河
内
・
都
賀
郡
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後
之
旧
規
、
充
行
之
詑
」
と
、
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
、
新
田

開
発
に
基
づ
く
高
を
分
知
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
秋
田
藩
旧
来
の
本
知
高
二
○
万
石
余

に
何
ら
の
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ら
ば
、
秋
田
藩
は
本
知
高
以
外
の
こ
れ

ら
新
田
開
発
の
成
果
を
ど
の
よ
う
に
掌
握
し
、
ま
た
、
対
幕
府
と
の
関
係
で
は
ど
の
よ
う
に

処
理
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
、
秋
田
藩
の
場
合
と
は
違
っ
て

本
知
高
を
削
っ
て
支
藩
が
創
出
さ
れ
た
例
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

陸
奥
国
北
郡
・
三
戸
・
一
一
戸
・
九
戸
・
鹿
角
・
閉
伊
・
岩
手
・
志
和
・
稗
貫
・
和
賀
所
々

都
合
拾
万
石
湘
鮒
在
事
、
任
寛
永
十
一
年
八
月
四
日
先
判
之
旨
、
充
行
之
詑
。
全
可
令
領

知
者
也
。
価
如
件
。

寛
文
四
年
四
月
五
日
御
判
筆
者
杉
浦
伊
右
衛
門

南
部
山
城
守
と
の
へ
（
旧
）

こ
れ
は
盛
岡
藩
二
代
藩
主
南
部
重
直
に
与
え
ら
れ
た
家
綱
の
判
物
だ
っ
た
。
重
直
は
初
代

藩
主
南
部
利
直
の
一
一
一
男
で
、
寛
永
九
年
（
一
六
一
一
三
）
、
一
一
七
歳
の
と
き
に
利
直
が
死
去
し
た

の
に
伴
っ
て
家
督
を
継
ぎ
、
第
一
一
代
藩
主
と
な
っ
た
。
重
直
は
す
で
に
三
代
将
軍
家
光
か
ら

も
領
知
判
物
を
拝
領
し
て
い
た
。

陸
奥
国
北
郡
・
一
一
一
戸
・
二
戸
・
九
戸
・
鹿
角
・
閉
伊
・
岩
手
・
志
和
・
稗
貫
・
和
賀
十
郡
、

都
合
拾
万
石
湘
綱
在
事
、
如
前
々
全
可
令
領
知
之
状
、
如
件
。

寛
永
十
一
年
八
月
四
日
（
家
光
花
押
）

南
部
山
城
守
と
の
へ
（
側
）

こ
れ
は
盛
岡
藩
南
部
氏
に
徳
川
将
軍
が
所
領
一
○
万
石
を
公
認
し
た
最
初
の
領
知
判
物

だ
っ
た
。
陸
奥
国
北
郡
以
下
一
○
郡
に
合
計
一
○
万
石
の
領
知
高
は
、
重
直
の
祖
父
南
部
信

直
が
天
正
十
八
年
（
一
五
九
○
）
、
小
田
原
参
陣
を
果
た
し
て
豊
臣
秀
吉
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
南

部
内
七
郡
」
の
領
知
朱
印
状
を
基
に
、
関
ヶ
原
の
戦
い
以
後
、
徳
川
家
康
が
利
直
に
認
め
た

領
知
高
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
領
知
判
物
と
し
て
初
め
て
認
定
し
た
の
が
三
代
将

軍
家
光
だ
が
、
秀
吉
時
代
の
糠
部
郡
が
寛
永
の
前
期
に
、
北
・
三
戸
・
一
一
戸
・
九
戸
の
四
郡

に
分
か
れ
た
た
め
、
七
郡
か
ら
一
○
郡
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
て
も
徳
川
将
軍
が
初
め

て
領
知
安
堵
状
を
発
給
す
る
際
に
は
、
「
如
前
々
」
す
な
わ
ち
「
従
来
通
り
に
」
と
あ
っ
て
、

い
わ
ば
本
領
安
堵
の
形
式
が
採
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

四
代
将
軍
家
綱
の
寛
文
印
知
に
際
し
て
は
、
こ
れ
に
続
く
書
き
止
め
文
言
と
、
「
殿
」
と
「
と

の
へ
」
の
敬
語
の
遣
い
分
け
が
、
大
名
の
官
位
と
領
知
高
に
対
応
し
て
細
か
く
整
え
ら
れ
る
が
、

そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
直
前

に
記
さ
れ
る
当
該
安
堵
状
の
根
拠
部
分
に
注
目
し
た
い
。
南
部
氏
の
場
合
、
寛
文
印
知
で
は
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義
長
は
一
四
歳
で
元
服
し
、
既
に
将
軍
謁
見
を
済
ま
せ
て
お
り
、
そ
の
後
、
従
五
位
下
、
左

近
将
監
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
こ
で
義
処
が
下
し
た
決
断
は
へ
実
子
の
義
格
を
嗣
子
と
し
、
義
長
は
分
家
大

名
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
る
よ
う
幕
府
に
願
い
出
る
と
い
う
策
だ
っ
た
。
秋
田
藩
は
元
禄

十
三
年
（
一
七
○
○
）
、
義
格
を
義
処
の
嗣
子
と
し
て
届
け
出
、
そ
の
翌
十
四
年
、
義
長
に
は

秋
田
藩
の
新
田
二
万
石
を
分
知
し
て
佐
竹
氏
の
分
家
大
名
と
し
て
認
定
さ
れ
る
よ
う
幕
府
に

願
い
出
た
の
で
あ
る
。
義
処
と
し
て
は
、
仮
に
自
分
の
身
に
何
か
あ
っ
て
も
、
義
長
を
後
見

人
と
す
れ
ば
義
格
へ
の
家
督
継
承
が
認
め
ら
れ
、
藩
の
危
機
に
は
至
ら
な
い
と
い
う
判
断
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
結
局
こ
の
願
は
認
め
ら
れ
、
一
一
万
石
の
分
家
大
名
が
創
出
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
年
後
の
元
禄
十
六
年
四
月
、
一
○
歳
に
な
っ
た
義
格
が
元
服
し
て
将

軍
へ
の
初
お
目
見
え
が
無
事
終
了
す
る
と
、
義
処
は
安
心
し
た
の
か
、
そ
の
六
月
、
参
勤
の

帰
路
、
横
手
に
お
い
て
六
七
歳
の
生
涯
を
閉
じ
て
い
る
。

実
は
義
処
は
、
義
長
の
分
家
取
立
の
と
き
に
、
も
う
一
つ
別
の
分
家
も
生
み
出
し
て
い
た
。

そ
れ
は
、
義
処
の
甥
に
当
た
る
義
都
に
も
一
万
石
を
分
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
義
処
に
は

庶
兄
の
義
貫
が
い
て
、
そ
の
嫡
子
が
義
都
だ
っ
た
。
義
処
の
父
義
隆
は
相
馬
藩
か
ら
正
室
を

迎
え
て
義
処
を
儲
け
る
が
、
そ
の
前
に
、
側
室
に
当
た
る
女
性
と
の
間
に
第
一
子
義
直
を
得

て
い
た
。
し
か
し
義
貫
は
、
母
が
正
室
で
な
か
っ
た
か
ら
家
督
の
継
承
権
は
な
か
っ
た
。
義

貫
は
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
、
子
の
義
都
が
生
ま
れ
る
と
、
そ
の
翌
月
、
三
三
歳
の
若
さ
で

没
し
て
し
ま
う
。
義
都
の
母
は
角
館
の
北
義
隣
の
娘
で
、
義
都
は
父
亡
き
後
、
母
と
共
に
秋

田
藩
の
江
戸
深
川
屋
敷
で
成
長
し
、
天
和
一
一
年
（
一
六
八
二
）
に
は
将
軍
綱
吉
に
拝
謁
を
許

さ
れ
て
い
る
。
元
禄
一
四
年
の
大
名
取
立
の
と
き
に
は
二
七
歳
に
な
っ
て
い
た
（
吃
）
。

佐
竹
義
長
は
そ
の
後
、
壱
岐
守
に
、
そ
し
て
義
都
は
式
部
少
輔
に
任
じ
ら
れ
る
の
で
、
秋

田
藩
で
は
こ
の
二
つ
の
分
家
大
名
を
そ
れ
ぞ
れ
佐
竹
壱
岐
守
家
、
佐
竹
式
部
少
輔
家
と
い
っ

て
区
別
し
た
。
両
分
家
は
、
二
万
石
と
一
万
石
の
大
名
に
取
り
立
て
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ

は
秋
田
藩
領
の
特
定
の
領
地
を
割
譲
し
て
自
立
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
新
田
分
知
と
い
っ

て
、
秋
田
藩
が
将
軍
か
ら
与
え
ら
れ
た
所
領
の
中
に
独
自
に
新
田
開
発
し
た
高
の
中
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
二
万
石
と
一
万
石
相
当
を
両
家
に
充
当
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
名
に
認
定
さ
れ
る

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
両
家
は
こ
の
新
田
分
知
の
方
式
で
大
名
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
壱
岐

守
家
、
式
部
少
輔
家
と
も
に
そ
の
家
臣
は
本
家
の
秋
田
藩
士
が
充
当
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の

次
男
三
男
が
新
規
に
取
り
立
て
ら
れ
た
。
し
か
し
、
特
定
の
所
領
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
、

現
地
に
陣
屋
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
両
家
と
も
江
戸
に
屋
敷
を
持
つ
の
み
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
新
田
分
知
の
分
家
大
名
取
立
が
あ
っ
た
が
故
に
、
家
宣
判
物
に
は
「
任
寛
文
以
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斗
八
升
八
合
と
い
う
内
容
だ
っ
た
（
脆
）
。
計
算
す
る
と
村
数
合
計
八
三
ヶ
村
で
、
高
は
丁
度

二
万
石
と
な
る
。
幕
府
か
ら
は
城
構
え
が
認
め
ら
れ
ず
、
陣
屋
構
え
の
格
式
と
さ
れ
た
が
、

八
戸
に
実
質
的
な
城
下
町
を
整
備
し
、
藩
政
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
八
戸
南
部
氏
は
新
田
分
知
に
よ
る
江
戸
屋
敷
住
居
の
分
家
大
名
と
は
大

き
く
違
っ
て
い
た
。

一
方
、
八
万
石
と
な
っ
た
盛
岡
藩
は
天
和
三
年
（
一
六
八
一
一
一
）
、
二
万
石
が
加
増
さ
れ
て

元
の
一
○
万
石
に
復
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
盛
岡
藩
が
新
田
開
発
に
努
め
、
高
を
増
し
た
た

め
、
そ
の
新
田
高
を
本
知
に
加
え
て
元
の
一
○
万
石
を
幕
府
が
認
め
た
も
の
だ
っ
た
。
決
し

て
二
万
石
の
所
領
を
別
途
追
加
し
て
給
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
徳
川
将
軍
が
判
物
な
り
朱
印
状
な
り
を
も
っ
て
大
名
に
宛
が
っ
た
領
知
高
は
、

大
名
の
家
格
や
軍
役
高
を
規
定
し
た
数
値
で
あ
っ
て
、
大
名
の
年
貢
収
量
、
経
済
的
保
証
を

そ
の
ま
ま
の
形
で
表
現
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
大
名
領
知
高
は
世
間
に
公
表
さ
れ
た
表

高
で
あ
り
、
実
際
の
土
地
生
産
性
を
表
す
高
は
内
高
、
あ
る
い
は
実
高
と
い
っ
て
、
そ
れ
と

は
別
だ
っ
た
。
盛
岡
藩
の
場
合
、
寛
永
十
一
年
、
南
部
重
直
が
家
光
の
領
知
判
物
一
○
万
石

を
拝
領
し
た
と
き
、
そ
の
内
高
は
倍
の
二
○
万
石
を
越
え
る
規
模
で
あ
っ
た
と
い
う
（
Ⅳ
）
。
こ

の
よ
う
な
、
表
高
と
実
高
の
相
違
は
近
世
大
名
一
般
に
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
、
広
く
知
ら
れ

て
い
る
。

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
実
高
は
主
に
新
田
開
発
の
成
果
と
し
て
結
実
す
る
も
の
だ
が
、

そ
の
新
田
高
は
と
き
に
政
治
性
を
も
っ
て
操
作
の
手
が
加
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
点
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
実
態
と
し
て
新
田
が
切
り
開
か
れ
て
高
が
増
加
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
新
田

の
石
盛
を
操
作
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
新
田
高
は
如
何
様
に
も
調
整
で
き
た
。
田
の
一
枚
一

枚
で
は
わ
ず
か
で
も
、
郡
単
位
、
所
領
全
体
と
な
れ
ば
相
当
の
増
し
高
が
可
能
だ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
実
際
、
盛
岡
藩
の
天
和
の
石
直
し
は
、
実
質
的
な
新
開
で
は
な
く
、
既
存
の
村
々

に
一
定
の
割
合
を
乗
じ
て
算
出
し
た
村
高
を
合
算
し
て
得
ら
れ
た
「
新
田
高
」
に
基
づ
い
て

お
こ
な
わ
れ
た
の
だ
っ
た
（
略
）
。

以
上
、
盛
岡
藩
と
八
戸
藩
の
例
を
参
考
に
す
る
な
ら
、
秋
田
藩
佐
竹
氏
の
場
合
は
ど
う
だ
っ

た
の
か
。
寛
文
印
知
に
よ
り
領
知
高
二
○
万
石
が
公
認
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
表

高
だ
っ
た
。
秋
田
藩
に
も
新
田
高
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
幕
府
が
認
知
し
て
い
た
が
故
に
、
そ

の
中
か
ら
佐
竹
壱
岐
守
家
二
万
石
と
同
式
部
少
輔
家
一
万
石
の
分
家
大
名
が
認
定
さ
れ
た
の

四
宗
家
継
承
と
分
知
高
の
返
納

126
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前
代
の
家
光
判
物
を
踏
ま
え
、
「
任
寛
永
十
一
年
八
月
四
日
先
判
之
旨
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
佐
竹
氏
が
四
代
将
軍
家
綱
の
寛
文
印
知
で
「
如
前
々
」
だ
っ
た
も
の
が
、
次
の

五
代
将
軍
綱
吉
の
判
物
で
「
任
寛
文
四
年
四
月
五
日
先
判
之
旨
」
と
記
さ
れ
た
の
と
同
じ
理

屈
だ
っ
た
。
家
光
判
物
を
得
て
い
な
い
佐
竹
氏
に
と
っ
て
、
寛
文
印
知
で
は
「
如
前
々
」
と

記
さ
れ
て
当
然
だ
っ
た
。

家
光
、
家
綱
と
一
一
代
に
わ
た
る
徳
川
将
軍
か
ら
領
知
判
物
を
拝
領
し
、
治
世
三
三
年
に
及

ん
だ
南
部
重
直
の
盛
岡
藩
は
安
泰
か
と
思
わ
れ
た
。
重
直
は
外
様
大
名
な
が
ら
、
老
中
堀
田

正
盛
の
子
勝
直
を
養
子
に
迎
え
る
な
ど
、
江
戸
の
政
界
で
実
力
を
つ
け
て
い
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
勝
直
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
、
重
直
の
養
子
と
な
っ
た
そ
の
年
に
庖
宿
を
患
い
一
八

歳
に
し
て
天
逝
し
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
重
直
は
す
で
に
五
四
歳
に
な
っ
て
い
た
。
重
直
は

次
の
盛
岡
藩
を
担
う
後
継
者
を
案
じ
な
が
ら
、
五
九
歳
に
し
て
四
代
将
軍
家
綱
か
ら
も
寛
文

印
知
を
受
け
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
も
ま
だ
重
直
に
は
嗣
子
が
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ

し
て
同
年
九
月
、
遂
に
嗣
を
定
め
ぬ
ま
ま
重
直
は
亡
く
な
っ
た
。

こ
れ
は
本
来
、
無
嗣
断
絶
と
な
っ
て
南
部
氏
が
改
易
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
事
態
だ
っ

た
。
し
か
し
、
生
前
の
重
直
の
力
量
と
盛
岡
藩
側
の
働
き
か
け
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
改
易

処
分
は
免
れ
た
。
幕
府
が
下
し
た
裁
定
は
、
本
知
高
を
分
割
し
て
の
減
封
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、

重
直
の
異
母
弟
重
信
に
兄
の
遺
領
か
ら
八
万
石
の
継
承
を
認
め
、
残
る
二
万
石
は
下
の
弟
直

房
に
分
知
し
て
新
た
に
八
戸
藩
を
興
す
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
彼
ら
は
み
な
初
代
藩
主
南
部

利
直
の
実
子
な
が
ら
、
と
も
に
母
を
異
に
し
た
異
腹
の
兄
弟
た
ち
だ
っ
た
。
こ
れ
で
盛
岡
藩

は
八
万
石
に
な
っ
た
。
一
方
、
二
万
石
で
立
藩
を
み
た
八
戸
藩
は
、
初
代
藩
主
直
房
が
四
年

後
の
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
、
四
一
歳
で
没
し
、
嫡
男
直
政
が
そ
の
家
督
を
継
承
し
た
。

陸
奥
国
三
戸
之
内
四
拾
壱
箇
村
、
九
戸
之
内
参
拾
八
箇
村
、
志
和
之
内
四
箇
村
、
高
弐

万
石
那
鮒
在
事
、
充
行
之
詑
。
全
可
領
知
者
也
。
価
如
件
。

貞
享
元
年
九
月
廿
一
日
御
朱
印

南
部
遠
江
守
と
の
へ
（
喝
）

こ
れ
は
五
代
将
軍
綱
吉
が
南
部
直
政
に
与
え
た
領
知
朱
印
状
だ
っ
た
。
幕
府
の
規
定
に
則

り
、
一
○
万
石
未
満
の
大
名
へ
の
領
知
安
堵
状
は
、
将
軍
朱
印
を
も
っ
て
発
給
さ
れ
た
か

ら
、
右
の
写
し
文
書
の
「
御
朱
印
」
は
綱
吉
の
朱
印
を
意
味
す
る
。
盛
岡
藩
主
に
安
堵
さ
れ

た
一
○
万
石
の
本
知
高
が
、
八
万
石
と
二
万
石
に
分
知
さ
れ
、
そ
の
二
万
石
の
領
知
朱
印
状

を
こ
こ
に
確
認
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
の
と
き
の
領
知
目
録
に
よ
れ
ば
、
所
領
の
内
訳
は
三

戸
郡
に
八
戸
村
や
長
苗
代
村
を
は
じ
め
と
し
て
四
一
ヶ
村
、
一
万
四
二
八
石
八
斗
九
升
九
合
、

九
戸
郡
に
三
八
ヶ
村
、
六
八
○
六
石
六
斗
一
升
一
一
一
合
、
志
和
郡
に
四
ヶ
村
、
一
一
七
六
四
石
四
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そ
こ
で
次
に
、
領
知
高
算
出
の
基
に
な
る
各
郡
内
の
個
別
の
村
々
に
つ
い
て
領
知
目
録
か

ら
考
え
て
み
よ
う
。
い
ま
盛
岡
藩
の
場
合
、
家
光
判
物
に
関
わ
る
領
知
目
録
を
用
意
で
き
な

い
が
、
寛
文
印
知
に
あ
っ
て
は
次
の
通
り
だ
っ
た
。

目
録

陸
奥
国

北
郡
五
拾
箇
村

百
石
村
高
屋
敷
村
下
田
村
（
以
下
四
七
ヶ
村
分
略
）

高
四
千
七
百
八
拾
四
石
壱
斗
四
升
七
合

（
九
郡
分
略
）

都
合
拾
万
石

右
今
度
被
差
上
郡
村
之
帳
面
相
改
、
及
上
聞
所
被
成
下
御
判
也
。
此
儀
両
人
奉
行

依
被
仰
付
執
達
如
件
。

寛
文
四
年
四
月
五
日
永
井
伊
賀
守

小
笠
原
山
城
守

南
部
山
城
守
殿
⑳

こ
の
よ
う
に
、
領
知
目
録
に
は
個
別
の
村
高
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
各
郡
ご
と

に
村
名
を
一
つ
ひ
と
つ
書
き
上
げ
た
詳
細
な
も
の
で
、
そ
の
村
数
を
集
計
す
る
と
全
部
で

五
一
一
九
ヶ
村
と
な
っ
た
。
勿
論
そ
こ
に
は
八
戸
藩
に
分
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
三
戸
郡
の
八

戸
村
や
長
苗
代
村
も
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
村
数
を
合
計
し
た
数
値
の
記
載
は

な
い
。
そ
し
て
、
各
郡
ご
と
に
村
高
を
合
計
し
た
と
考
え
ら
れ
る
高
が
記
さ
れ
て
い
る
。
い

ま
そ
の
一
○
郡
の
高
を
合
計
す
る
な
ら
一
○
万
石
一
斗
八
升
と
な
っ
て
、
記
載
さ
れ
る
「
都

合
拾
万
石
」
に
ほ
ぼ
等
し
い
値
が
得
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
若
干
の
差
が
あ
っ
て
、
こ

の
差
「
一
斗
八
升
」
を
原
典
記
述
時
か
筆
写
時
の
誤
字
か
誤
写
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
見
る
か
、

そ
れ
と
も
そ
う
し
た
記
述
上
の
問
題
で
は
な
く
、
「
都
合
拾
万
石
」
と
表
記
さ
れ
る
許
容
範
囲

だ
っ
た
と
捉
え
る
か
、
い
ま
そ
の
点
は
重
要
で
は
な
い
。
村
高
を
各
郡
ご
と
に
集
計
し
、
そ

竹
氏
が
新
田
開
発
し
た
高
を
も
っ
て
設
立
を
認
定
さ
れ
た
大
名
だ
っ
た
か
ら
、
そ
の
所
領

一
万
石
を
幕
府
が
収
公
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
新
田
分
知
の
高
は
秋
田
藩
の
裁

量
に
任
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
あ
と
義
堅
は
義
峰
に
先
立
っ
て
死
去
し
、
子
の
義

真
が
嫡
孫
承
祖
し
て
秋
田
藩
六
代
藩
主
と
な
る
。

五
領
知
目
録

５
⑳

２
２
１
１

だ
ろ
う
。
表
高
と
は
別
に
秋
田
藩
の
新
開
高
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

佐
竹
義
処
が
幼
い
子
の
義
格
の
後
見
役
を
期
待
し
、
佐
竹
家
の
安
泰
を
願
っ
て
創
出
し
た

二
つ
の
分
家
大
名
は
、
次
の
代
に
実
質
的
に
機
能
し
た
。
四
代
藩
主
と
な
っ
た
義
格
が
正
徳

五
年
（
一
七
一
五
）
、
継
嗣
な
き
ま
ま
二
一
歳
の
若
さ
で
急
死
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
秋

田
藩
首
脳
部
の
採
っ
た
策
が
、
佐
竹
壱
岐
守
家
の
嫡
子
義
峰
を
佐
竹
宗
家
に
入
れ
て
秋
田
藩

五
代
藩
主
に
据
え
る
と
い
う
案
だ
っ
た
。
義
峰
は
元
禄
三
年
（
一
六
九
○
）
の
生
ま
れ
、
壱

岐
守
義
長
の
嫡
子
と
し
て
す
で
に
将
軍
綱
吉
に
謁
見
を
済
ま
せ
て
お
り
、
佐
竹
宗
家
を
継
承

す
る
資
格
は
満
た
し
て
い
た
。
幕
府
は
義
峰
の
宗
家
継
承
を
許
可
し
、
あ
わ
せ
て
壱
岐
守
家

に
は
佐
竹
東
家
か
ら
将
監
義
本
の
嫡
子
義
道
を
入
れ
て
二
万
石
の
分
家
大
名
を
継
承
さ
せ
て

い
る
。正

徳
五
年
、
宗
家
を
継
い
で
五
代
藩
主
と
な
っ
た
義
峰
が
八
代
将
軍
吉
宗
か
ら
与
え
ら
れ

た
領
知
判
物
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

出
羽
国
秋
田
・
山
本
・
川
辺
・
仙
北
・
平
鹿
・
雄
勝
六
郡
、
下
野
国
河
内
郡
之
内
八
箇
村
・

都
賀
郡
之
内
三
箇
村
、
高
弐
拾
万
五
千
八
百
石
余
湘
緬
在
事
、
充
行
之
詑
。
依
代
々
之
例
、

領
知
之
状
如
件
。

享
保
二
年
八
月
十
一
日
御
印

秋
田
侍
従
と
の
へ
一
四
）

前
回
の
正
徳
二
年
、
家
宣
判
物
と
比
べ
る
と
、
「
山
乏
」
郡
が
「
仙
北
」
郡
と
改
め
ら
れ
、

下
野
国
の
所
領
一
一
ヶ
村
が
河
内
郡
に
八
ヶ
村
と
都
賀
郡
に
三
ヶ
村
と
に
書
き
分
け
ら
れ
た

が
、
領
知
高
は
全
く
変
化
し
て
い
な
い
。
後
半
部
分
が
「
任
正
徳
二
年
四
月
十
一
日
先
判
之
旨
」

と
な
ら
ず
、
「
依
代
々
之
例
」
、
す
な
わ
ち
代
々
の
例
に
基
づ
い
て
領
知
す
べ
し
、
と
結
ん
で

い
る
と
こ
ろ
が
、
壱
岐
守
家
か
ら
佐
竹
宗
家
へ
の
入
嗣
と
、
壱
岐
守
家
の
継
承
に
絡
ん
で
い

る
と
推
測
さ
れ
る
。

五
代
藩
主
と
な
っ
た
義
峰
は
、
秋
田
藩
享
保
改
革
を
推
し
進
め
る
が
、
子
に
は
恵
ま
れ
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
享
保
十
七
年
（
一
七
一
一
三
）
、
四
三
歳
と
な
っ
た
義
峰
は
、
今
度
は
佐
竹
式

部
少
輔
家
の
当
主
義
堅
四
一
歳
を
養
嗣
子
と
す
る
こ
と
を
幕
府
に
願
い
出
た
。
同
年
五
月
、

こ
れ
は
許
さ
れ
て
佐
竹
義
堅
は
義
峰
の
後
継
者
と
決
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
八
月
、
義
堅
に

は
嫡
子
義
真
が
誕
生
す
る
が
、
幕
府
か
ら
義
峰
の
養
子
と
認
定
さ
れ
た
時
点
で
は
義
堅
に
子

は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
、
秋
田
藩
は
式
部
少
輔
家
の
存
続
策
を
採
ら
な
か
っ
た
。
そ
の

結
果
、
式
部
少
輔
家
の
分
知
高
一
万
石
は
宗
家
へ
と
返
納
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
幕
府

か
ら
何
ら
か
の
指
示
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
式
部
少
輔
家
は
八
戸
藩
の
よ

う
に
将
軍
か
ら
盛
岡
藩
主
に
与
え
ら
れ
た
本
知
高
を
分
割
し
て
立
藩
し
た
の
で
は
な
く
、
佐

Akita University



河
内
一
一
万
石
と
一
一
一
河
吉
田
四
万
石
の
大
名
だ
っ
た
。
こ
の
年
三
月
、
幕
府
か
ら
判
物
改
の
担

当
奉
行
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
に
幕
府
が
出
し
た
触
書
三
ケ
条
の
第
一
一
条
に
は
、
彼

ら
の
具
体
的
な
職
務
内
容
が
次
の
よ
う
に
公
表
さ
れ
て
い
た
。

一
御
代
々
御
朱
印
所
持
之
面
々
ハ
、
御
朱
印
二
写
を
差
添
、
右
両
人
御
朱
印
拝
見
之
上
、

写
を
可
被
相
渡
、
勿
論
国
郡
郷
村
之
高
辻
注
帳
面
可
被
差
上
之
。
又
御
朱
印
無
之
衆
ハ
、

国
郡
郷
村
領
知
之
高
、
委
細
害
注
之
、
両
人
え
可
被
渡
之
事
（
鯉
）
。

す
な
わ
ち
、
幕
府
は
諸
大
名
に
対
し
、
歴
代
の
将
軍
か
ら
領
知
朱
印
状
を
拝
領
し
て
い
る

な
ら
、
そ
の
原
典
に
写
し
を
添
え
て
小
笠
原
と
永
井
の
両
奉
行
に
提
出
す
る
よ
う
命
じ
て
い

る
。
両
奉
行
は
朱
印
状
の
原
典
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
写
し
を
幕
府
が
回
収
し
、
原
典
は
各

大
名
に
返
却
す
る
。
当
然
な
が
ら
、
各
大
名
は
所
領
の
「
国
郡
郷
村
之
高
辻
」
を
記
し
た
帳

面
も
一
緒
に
提
出
し
、
両
奉
行
は
そ
こ
に
記
さ
れ
る
内
容
と
領
知
朱
印
状
を
突
き
合
わ
せ
誤

り
や
不
備
が
な
い
か
を
点
検
す
る
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
と
き
ま
で
に
領
知
朱
印
状
を
拝

領
し
て
い
な
い
大
名
は
、
各
自
「
国
郡
郷
村
領
知
之
高
」
を
詳
し
く
書
き
上
げ
て
整
理
し
、

そ
の
帳
面
を
両
奉
行
に
提
出
せ
よ
、
と
指
令
し
て
い
る
。
こ
の
帳
面
が
、
い
わ
ゆ
る
「
郷
村

高
辻
帳
」
だ
っ
た
。
こ
の
触
書
で
は
、
「
御
朱
印
所
持
之
面
々
」
と
あ
っ
て
、
両
奉
行
の
任
務

が
歴
代
将
軍
の
領
知
朱
印
状
を
点
検
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
現
実
に

は
南
部
重
直
な
ど
一
○
万
石
の
領
知
判
物
を
拝
領
し
た
大
名
た
ち
に
つ
い
て
も
小
笠
原
と
永

井
が
担
当
し
て
お
り
、
両
奉
行
は
家
綱
の
判
物
改
全
般
を
担
当
し
た
の
だ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
南
部
重
直
は
家
光
判
物
と
そ
の
写
し
に
郷
村
高
辻
帳
を
添
え
て
両
奉
行
に

提
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
家
綱
判
物
に
は
「
任
寛
永
十
一
年
八
月
四
日
先
判
之
旨
」
と
、

前
回
の
判
物
の
指
示
に
任
せ
て
、
と
明
記
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
提
出
さ
れ
た
郷
村

高
辻
帳
に
沿
っ
て
領
知
目
録
が
作
成
さ
れ
、
郡
内
の
村
名
が
一
つ
ひ
と
つ
詳
し
く
書
き
上
げ

ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

一
方
、
佐
竹
義
隆
は
、
先
代
藩
主
の
義
宣
が
家
康
か
ら
拝
領
し
た
替
地
宛
行
の
判
物
し
か

所
持
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
旨
を
届
け
、
郷
村
高
辻
帳
の
み
を
提
出
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
寛
文
印
知
と
な
り
、
前
記
の
通
り
両
奉
行
か
ら
出
羽
国
六
郡
と
下
野

国
飛
地
二
郡
に
合
わ
せ
て
一
一
○
万
石
五
八
一
八
石
の
領
知
目
録
が
発
行
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

同
目
録
の
末
尾
に
は
、
「
右
今
度
被
差
上
郡
村
之
帳
面
相
改
、
及
上
聞
所
被
成
下
御
判

也
。
此
儀
両
人
奉
行
依
被
仰
付
執
達
如
件
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
秋
田
藩
か

ら
提
出
さ
れ
た
「
郡
村
之
帳
面
」
を
確
認
し
、
そ
れ
を
将
軍
家
綱
に
報
告
し
て
決
裁
を
仰
い

だ
と
こ
ろ
、
領
知
判
物
が
下
賜
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
小
笠
原
と
永
井
の
両
名
が
奉

行
と
な
っ
て
こ
れ
を
執
達
す
る
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
判
物
改
の
一
連
の
手
続

124
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れ
ら
の
合
計
が
大
名
領
知
高
と
な
る
そ
の
手
順
、
考
え
方
が
大
事
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

出
発
点
が
村
高
を
算
定
す
る
検
地
に
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
と
比
較
し
て
、

寛
文
印
知
に
お
け
る
佐
竹
氏
の
領
知
目
録
を
見
て
み
よ
う
。

目
録

出
羽
国

秋
田
郡
弐
百
四
拾
五
箇
村

高
四
万
九
千
七
百
石

山
本
郡
六
拾
四
箇
村

高
壱
万
五
千
七
拾
石

河
辺
郡
四
拾
壱
箇
村

高
壱
万
三
千
四
拾
石

山
乏
郡
百
三
拾
六
箇
村

高
五
万
九
千
四
拾
石

平
鹿
郡
七
拾
弐
箇
村

高
三
万
千
四
百
四
拾
石

雄
勝
郡
七
拾
箇
村

高
三
万
千
三
拾
石

下
野
国

河
内
郡
之
内
八
箇
村

薬
師
寺
村
仁
良
川
村
町
田
村
田
中
村
東
根
村
絹
板
村

磯
部
村
花
田
村

高
五
千
三
拾
九
石
四
斗

都
賀
郡
之
内
三
箇
村

萱
橋
村
山
田
村
飯
田
村

高
七
百
七
拾
八
石
六
斗

都
合
弐
拾
万
五
千
八
百
拾
八
石

右
今
度
被
差
上
郡
村
之
帳
面
相
改
、
及
上
聞
所
被
成
下
御
判
也
。
此
儀
両
人
奉
行

依
被
仰
付
執
達
如
件
。

寛
文
四
年
四
月
五
日
永
井
伊
賀
守

小
笠
原
山
城
守

佐
竹
修
理
大
夫
殿
（
麺
）

こ
れ
の
作
成
者
は
、
小
姓
の
永
井
尚
庸
と
奏
者
番
の
小
笠
原
長
矩
の
両
名
で
、
そ
れ
ぞ
れ
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そ
こ
で
、
寛
文
四
年
、
秋
田
藩
が
提
出
し
た
郷
村
高
辻
帳
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
お

そ
ら
く
、
そ
こ
に
は
出
羽
国
六
郡
の
秋
田
藩
領
農
村
に
つ
い
て
一
村
ご
と
に
村
高
が
書
き
上

げ
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
い
ま
、
そ
の
原
典
は
勿
論
、
控
え
も
写
し
も
残
さ
れ

て
お
ら
ず
、
そ
の
内
容
を
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
秋
田
藩
は
そ
の
帳
面
の
表

紙
と
末
尾
集
計
部
分
を
記
録
に
留
め
て
い
た
。

ま
ず
表
紙
に
は
、
そ
の
竪
帳
中
央
部
に
「
畑
翻
卵
埜
加
鍬
細
郷
村
高
辻
帳
」
と
表
題
を
記
し
、

そ
の
左
下
に
「
佐
竹
修
理
大
夫
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
秋
田
藩
の
役
人
は
、
後
世
こ

れ
を
書
き
写
し
て
記
録
す
る
に
当
た
り
、
年
代
が
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
表
題
の
右
肩
に
「
寛

文
四
年
御
抑
」
と
書
き
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
そ
の
原
典
に
は
、
表
紙
を
め
く
っ
た
第
一
丁

に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。秋

田
郡

山
本
郡

河
辺
郡

出
羽
国
之
内
六
郡

山
乏
郡

平
鹿
郡

雄
勝
郡

六
郷
村
高
辻
帳

そ
し
て
、
肝
心
の
末
尾
集
計
部
は
次
の
通
り
だ
っ
た
。

秋
田
郡

右
高
合
四
万
九
千
七
百
石

右
村
数
合
弐
百
四
拾
五
ヶ
村

山
本
郡

右
高
合
高
壱
万
五
千
七
拾
石

右
村
数
合
六
拾
四
ヶ
村

河
辺
郡

右
高
合
高
壱
万
三
千
四
拾
石

右
村
数
合
四
拾
壱
ヶ
村

山
乏
郡

右
高
合
高
五
万
九
千
四
拾
石

右
村
数
合
百
三
拾
六
ヶ
村

右
高
合
高
三
万
千
四
百
四
拾
石

右
村
数
合
七
拾
弐
ヶ
村

雄
勝
郡

右
高
合
高
三
万
千
三
拾
石

右
村
数
合
七
拾
ヶ
村

出
羽
国
之
内
六
郡
高
合
弐
拾
万
石

村
数
合
六
百
弐
拾
八
ヶ
村

下
野
国
之
内
弐
郡
河
内
郡

都
賀
郡

河
内
郡

右
高
合
五
千
三
拾
九
石
四
斗

村
数
合
八
ヶ
村

都
賀
郡

右
高
合
七
百
七
拾
八
石
六
斗

村
数
合
三
ヶ
村

下
野
国
弐
郡
之
内
高
合
五
千
八
百
拾
八
石

村
数
合
拾
壱
ヶ
村

高
都
合
弐
拾
万
五
千
八
百
拾
八
石

平
鹿
郡

３
⑲

２
２

１
１

き
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
記
述
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
は
秋
田
藩
は
こ
の
四
月
五
日
ま
で

に
郷
村
高
辻
帳
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
実
際
に
は
一
ヶ
月
以
上
遅
れ
た
五
月

二
十
三
日
に
な
っ
て
か
ら
の
提
出
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

佐
竹
氏
に
与
え
ら
れ
た
領
知
目
録
に
は
、
郡
ご
と
の
村
数
と
村
高
の
合
計
と
思
わ
れ
る
郡

の
高
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
出
羽
国
六
郡
に
関
し
て
は
具
体
的
な
村
名
が
一
切
示
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
点
、
南
部
重
直
が
拝
領
し
た
領
知
目
録
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、

同
じ
佐
竹
義
隆
の
所
領
で
も
下
野
国
二
郡
の
飛
地
領
に
関
し
て
は
南
部
氏
同
様
、
村
名
が
具

体
的
に
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
秋
田
藩
側
か
ら
郷
村
高
辻
帳
の
提
出
が
間
に
合
わ
な
か
っ

た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
秋
田
藩
は
、
下
野
国
飛
地
領
の
一
一
ヶ
村
に
つ

い
て
は
そ
の
村
高
を
そ
の
ま
ま
報
告
す
れ
ば
よ
か
っ
た
が
、
出
羽
国
六
郡
に
関
し
て
は
、
村

高
の
集
計
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
正
確
に
言
う
な
ら
、
お
そ
ら
く
秋
田

藩
側
が
そ
の
時
点
で
掌
握
し
て
い
た
村
高
を
合
計
す
る
と
二
○
万
石
を
越
え
て
し
ま
い
、
そ

れ
を
二
○
万
石
に
調
整
す
る
作
業
に
手
間
取
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
認
）
。

Akita University



秋田藩佐竹氏の領知高

村
数
合
六
百
三
拾
九
ヶ
村

寛
文
四
年
五
月
廿
三
日

佐
竹
修
理
大
夫

小
笠
原
山
城
守
殿

永
井
伊
賀
守
殿

外

高
五
万
九
千
四
百
六
拾
六
石
出
羽
国
之
内
古
田
之
過

高
六
万
三
百
八
拾
壱
石
同
国
之
内
新
田

高
百
弐
拾
八
石
下
野
国
之
内
新
田

右
高
三
口
合
拾
壱
万
九
千
九
百
七
拾
五
石
過
（
型
）

こ
れ
を
見
る
と
、
佐
竹
修
理
大
夫
こ
と
秋
田
藩
二
代
藩
主
佐
竹
義
隆
が
、
こ
の
郷
村
高

辻
帳
を
判
物
改
の
担
当
奉
行
小
笠
原
と
永
井
の
両
名
に
提
出
し
た
の
が
、
寛
文
四
年
五
月

一
一
十
三
日
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
と
幕
府
が
下
付
し
た
領
知
目
録
を
表
に

ま
と
め
、
比
べ
て
み
よ
う
。
史
料
に
記
載
さ
れ
る
数
値
を
そ
の
ま
ま
示
す
と
表
の
通
り
で
、

計
算
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
数
値
に
は
〈
〉
を
付
け
て
区
別
し
た
。
す
る
と
、
幕
府
が
下
付

し
た
領
知
目
録
に
は
出
羽
国
と
下
野
国
飛
地
領
と
共
に
高
の
合
計
も
、
村
数
の
合
計
も
記
載

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
改
め
て
気
付
く
。
村
数
に
つ
い
て
は
、
領
知
目
録
と
郷
村
高
辻
帳
と

の
間
に
朗
齢
は
な
く
、
全
体
の
数
も
郡
ご
と
の
数
も
両
者
完
全
に
一
致
す
る
。
日
付
に
誤
り

１２２

(25）

が
な
い
な
ら
、
四
月
五
日
付
で
下
賜
さ
れ
た
領
知
目
録
に
合
う
よ
う
、
秋
田
藩
は
そ
れ
と
矛

盾
し
な
い
デ
ー
タ
を
幕
府
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
、
五
月
一
一
十
三
日
付

の
郷
村
高
辻
帳
の
村
数
が
合
致
し
て
当
然
だ
っ
た
。
下
野
国
二
郡
の
高
も
完
全
に
一
致
し
て

い
る
。と

こ
ろ
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
領
知
目
録
に
記
さ
れ
る
出
羽
国
六
郡
の
高
を
集
計
す
る
な

ら
、
そ
れ
は
二
○
万
石
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
家
綱
の
判
物
に
は
「
出
羽
国
秋
田
・
山
本
・
河
辺
．

山
乏
・
平
鹿
・
雄
勝
、
六
郡
弐
拾
万
石
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
日
付

で
下
賜
さ
れ
た
領
知
目
録
の
出
羽
国
六
郡
の
高
を
合
計
す
る
な
ら
、
一
九
万
九
三
一
一
○
石
と

な
っ
て
、
二
○
万
石
に
は
六
八
○
石
ほ
ど
不
足
す
る
。
こ
れ
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
誤
記
ま
た
は
誤
写
な
の
か
、
そ
れ
と
も
誤
差
の
範
囲
内
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

南
部
重
直
の
一
斗
八
升
と
い
う
わ
ず
か
な
高
と
は
違
い
、
六
八
○
石
と
な
れ
ば
一
村
か
一
一
村

分
の
高
に
も
匹
敵
す
る
大
き
さ
で
誤
差
の
範
囲
と
は
考
え
難
い
。
ま
た
、
こ
の
数
値
は
六
郡

の
高
を
加
算
し
て
得
ら
れ
る
数
値
だ
っ
た
か
ら
、
算
盤
を
は
じ
い
て
六
項
目
を
足
し
算
す
れ

ば
二
○
万
石
に
足
ら
な
い
こ
と
は
す
ぐ
に
気
付
く
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
、
誤
記
と
も
誤
写

と
も
考
え
る
訳
に
は
い
か
な
い
。
幕
府
は
こ
の
六
八
○
石
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
正
し
く

把
握
し
た
上
で
こ
の
目
録
を
発
行
し
た
に
違
い
な
い
。
六
郡
の
高
を
合
計
し
て
も
一
一
○
万
石

に
は
な
ら
ず
、
一
九
万
九
一
一
三
○
石
と
な
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
た
が
故
に
、
幕
府
は
あ
え

て
目
録
に
出
羽
国
六
郡
の
合
計
高
を
記
載
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
秋
田
藩
側
で
は
幕
府
か
ら
下
賜
さ
れ
た
領
知
目
録
に
反
し
、
六
郡
合
わ
せ
て
計

二
○
万
石
と
な
る
数
値
を
は
じ
き
出
し
て
い
た
。
そ
れ
は
実
際
、
郷
村
高
辻
帳
に
文
言
と
し

て
「
出
羽
国
之
内
六
郡
高
合
弐
拾
万
石
」
と
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
し
、
六
郡
の
高
を
足
し

算
し
て
も
間
違
い
な
く
二
○
万
石
と
な
る
の
だ
っ
た
。
こ
れ
は
、
秋
田
藩
側
が
自
己
主
張
し

た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
将
軍
が
判
物
を
下
し
て
出
羽
国
六
郡
に
二
○
万
石
の
本
知
高
を
安

堵
す
る
の
だ
か
ら
、
佐
竹
氏
も
そ
れ
に
応
え
て
六
郡
合
わ
せ
て
二
○
万
石
と
な
る
帳
簿
を
つ

く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
う
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
普
通
に
考
え
る
な
ら
、

出
羽
国
六
郡
に
計
六
二
八
ヶ
村
も
の
村
が
あ
っ
て
、
そ
の
村
高
を
足
し
算
し
て
合
計
す
れ
ば
、

切
り
の
い
い
き
れ
い
な
整
数
値
が
得
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
こ
と
は
誰
に
で
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
つ
く
ら
れ
た
数
字
だ
っ
た
。
そ
う
考
え
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
。
出
羽
国

六
郡
の
合
計
高
が
二
○
万
石
と
な
る
よ
う
村
高
が
加
工
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
つ

く
ら
れ
た
村
高
を
も
っ
て
郷
村
高
辻
帳
が
作
成
さ
れ
た
、
そ
う
考
え
る
の
が
自
然
だ
と
思
う
。

こ
の
と
き
の
郷
村
高
辻
帳
は
史
料
が
な
く
検
証
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
あ
と
宝
永
八
年

（
一
七
一
一
）
の
郷
村
高
辻
帳
（
妬
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
写
し
を
確
認
で
き
る
の
で
、
そ
の
分

寛文４年（1664）

幕府領知目録

村数高(石）

郷村高辻帳

村数高(石）

秋田 24549,700 24549,700

山本 6４１５，０７０ 6４15,070

河辺 4１13,040 4１13,740

山乏 13659,040 13659,040

平鹿 7２31,440 7２31,420

雄勝 7０31,030 7０31,030

出羽国計 <628〉〈199,320〉 628200,000

河内 85,039.4 ８５，０３

都賀 ３ ７７８．６ ３７７８．６

下野国計 〈１１〉〈5,818〉 1１5,818

合計 <639〉205,818 639205,818

出羽国「古田之過」59,466

出羽国「新田」60,381

下野国「新田」１２８

外計119,975

総 計 3 2 5 , 7 93

Akita University



析
が
可
能
だ
が
、
紙
幅
に
余
裕
が
な
く
そ
れ
は
別
稿
に
譲
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
秋
田
藩
が
幕
府
に
提
出
し
た
郷
村
高
辻
帳
は
、
幕
府
か
ら
示
さ
れ
た
領
知
判

物
の
高
に
棚
嬬
を
き
た
さ
ぬ
よ
う
、
操
作
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
は
秋
田

藩
側
の
主
張
も
込
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
判
物
に
安
堵
さ
れ
る
通
り
、
出
羽
国
六
郡
に

二
○
万
石
の
高
を
算
出
し
た
の
だ
っ
た
が
、
さ
ら
に
加
え
て
秋
田
藩
は
よ
り
以
上
の
高
を
所

持
し
て
い
る
と
訴
え
て
い
た
。
そ
れ
が
、
同
帳
面
の
最
後
に
「
外
」
と
し
て
書
き
上
げ
ら
れ

た
部
分
で
あ
る
。

幕
府
が
秋
田
藩
に
初
め
て
下
付
し
た
寛
文
四
年
の
領
知
目
録
は
、
こ
の
よ
う
に
出
羽
国
六

郡
に
一
九
万
九
三
一
一
○
石
と
い
う
高
だ
っ
た
が
、
こ
れ
以
降
の
判
物
改
で
は
ど
う
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
前
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
あ
と
、
貞
享
元
年
、
正
徳
一
一
年
、
享
保
二
年

と
、
綱
吉
・
家
宣
・
吉
宗
ら
の
判
物
改
が
繰
り
返
し
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
と
き
の
領
知

目
録
は
伝
存
せ
ず
、
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
元
）
。
し
か
し
、
享
保
十
九

年
（
一
七
三
四
）
、
下
野
国
飛
地
領
に
一
部
村
替
え
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
証
明
す
る
た
め
、

幕
府
は
領
知
目
録
を
下
付
し
て
お
り
、
そ
の
写
し
が
秋
田
藩
に
残
さ
れ
て
い
る
（
”
）
。
そ
れ
は
、

新
将
軍
の
就
任
に
伴
う
判
物
改
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
と
き
の
将
軍
吉
宗
が
朱
印
を
も
っ
て

発
給
し
た
目
録
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
村
替
え
を
し
た
飛
地
領
に
限
ら
ず
、
出
羽
国
六
郡
に

つ
い
て
も
郡
ご
と
に
高
と
村
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
そ
れ
を
引
用
す
る
紙
幅
が
な
い
が
、

出
羽
六
郡
に
関
し
て
は
各
郡
の
村
数
、
高
と
も
に
秋
田
藩
が
寛
文
四
年
に
提
出
し
た
郷
村
高

辻
帳
の
末
尾
集
計
部
と
完
全
に
合
致
す
る
も
の
だ
っ
た
。

そ
れ
に
よ
り
推
測
す
る
な
ら
、
寛
文
に
続
く
次
の
貞
享
の
判
物
改
以
降
、
幕
府
が
発
行
し

た
領
知
目
録
は
、
出
羽
国
六
郡
の
高
を
合
計
す
る
と
二
○
万
石
と
な
る
よ
う
改
め
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
。
寛
文
印
知
に
あ
っ
て
は
、
秋
田
藩
側
に
郷
村
高
辻
帳
を

即
座
に
提
出
す
る
準
備
が
な
く
、
逆
に
幕
府
か
ら
下
付
さ
れ
た
領
知
目
録
に
合
わ
せ
る
形
で

郷
村
高
辻
帳
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
貞
享
以
降
は
、
郷
村
高
辻
帳
が
既
に

完
備
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
判
物
改
の
度
に
速
や
か
に
そ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し

か
も
そ
れ
は
、
領
知
判
物
に
記
さ
れ
る
通
り
出
羽
国
六
郡
に
二
○
万
石
と
な
る
よ
う
矛
盾
な

く
創
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
点
検
し
た
幕
府
の
担
当
奉
行
た
ち
も
矛
盾
を
感
じ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

実
は
、
宝
永
八
年
の
郷
村
高
辻
帳
を
見
る
と
、
由
利
郡
に
所
在
す
る
は
ず
の
百
三
段
三
ヶ

村
六
七
○
石
が
河
辺
郡
に
所
属
す
る
村
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
秋
田
藩
は
百
三
段
以
外

知
目
録
で
は
河
辺
郡
が
七
○
○
石
ほ
ど
少
な
く
、
平
鹿
郡
が
二
○
石
多
く
、
全
体
で
六
八
○

石
ほ
ど
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
元
和
の
村
替
え
に
絡
む
問
題
だ
っ
た
。

佐
竹
氏
に
与
え
ら
れ
た
領
知
判
物
に
由
利
郡
が
含
ま
れ
て
い
な
い
以
上
、
秋
田
藩
領
に
組
み

入
れ
ら
れ
た
と
は
い
え
、
幕
府
と
し
て
は
由
利
郡
の
百
三
段
一
一
一
ヶ
村
分
の
高
を
佐
竹
氏
の
領

知
目
録
に
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
平
鹿
郡
の
高
が

な
ぜ
二
○
石
ほ
ど
多
い
の
か
。
そ
の
検
討
も
次
稿
に
譲
ろ
う
。

七
お
わ
り
に

１
１
２
６

１
⑫

す
な
わ
ち
、
将
軍
よ
り
安
堵
さ
れ
た
本
知
高
と
は
別
に
出
羽
・
下
野
と
も
に
新
田
高
が
あ
り
、

か
つ
出
羽
国
に
は
「
古
田
之
過
」
と
し
て
五
万
九
四
六
六
石
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
本
知

高
以
外
の
「
外
」
の
分
、
三
口
を
合
わ
せ
る
と
一
一
万
九
九
七
五
石
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
と
き
秋
田
藩
は
本
知
一
一
○
万
石
五
八
一
八
石
と
合
わ
せ
て
計
三
一
一
万
五
七
九
一
一
一
石
の
高

を
所
持
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
領
知
判
物
に
よ
っ
て
本
知
高
一
一
○
万
石

が
確
定
し
た
と
き
、
秋
田
藩
は
幕
府
に
対
し
、
そ
の
実
高
は
一
一
三
万
五
七
○
○
石
余
に
達
す
る
、

と
届
け
出
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
報
告
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
あ
と
義
峰
が
新
田

分
知
に
よ
っ
て
二
つ
の
分
家
大
名
の
創
出
を
願
い
出
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

以
上
を
振
り
返
る
な
ら
、
秋
田
藩
は
一
体
ど
の
よ
う
な
資
料
を
基
に
し
て
出
羽
国
六
郡

二
○
万
石
と
い
う
高
を
導
き
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
が
問
題
に
な
る
。
そ
れ
は
、
本
知

高
の
「
外
」
に
あ
る
と
い
う
出
羽
国
の
「
古
田
之
過
」
や
新
田
高
と
も
密
接
不
可
分
に
関
わ

る
問
題
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
よ
り
も
、
秋
田
藩
側
が
寛
文
印
知
の
判
物
と
目
録
に
合
わ
せ

て
こ
の
郷
村
高
辻
帳
を
作
成
し
た
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
幕
府
は
何
に
基
づ
い
て
秋
田
藩
佐
竹

氏
の
表
高
を
二
○
万
石
と
決
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
最
大
の
問
題
だ
が
、
い
ま
は

紙
幅
の
余
裕
が
な
く
、
こ
の
点
も
後
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
、
幕
府
が
下
し
た
領
知
高
の
一
一
○
万
石
と
領
知
目
録
の
出
羽
国
六
郡
合
計
高
の
不
一

致
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
秋
田
藩
が
由
利
郡
に
獲
得
し
た

百
三
段
三
ヶ
村
に
絡
む
問
題
だ
っ
た
。
元
和
八
年
（
一
六
一
一
一
一
）
、
山
形
の
最
上
義
俊
が
改
易

さ
れ
、
そ
の
所
領
が
幕
府
に
没
収
さ
れ
た
と
き
、
秋
田
藩
初
代
藩
主
佐
竹
義
宣
は
幕
閣
に
働

き
か
け
、
雄
物
川
を
挟
ん
だ
久
保
田
城
下
の
近
傍
、
由
利
郡
の
百
三
段
地
区
を
獲
得
す
る
こ

と
に
成
功
し
た
。
そ
れ
は
最
上
領
だ
っ
た
由
利
郡
の
新
屋
・
浜
田
・
石
田
坂
の
百
三
段
三
ヶ

村
を
秋
田
藩
領
に
組
み
入
れ
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
と
同
等
の
村
高
を
秋
田
領
か
ら
割
譲
す
る

と
い
う
村
替
え
の
方
式
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
百
三
段
三
ヶ
村
と
の
相
殺
に
当

て
ら
れ
た
の
が
、
仙
北
郡
の
大
沢
郷
で
、
そ
れ
と
絡
ん
で
河
辺
郡
に
も
所
属
の
移
動
が
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
。
秋
田
藩
が
提
出
し
た
郷
村
高
辻
帳
を
ベ
ー
ス
に
考
え
る
な
ら
、
幕
府
の
領
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字
と
解
さ
れ
る
。

（
過
）
註
（
１
）
に
同
じ
、
『
寛
文
朱
印
留
上
』
四
三
「
南
部
重
直
宛
領
知
判
物
・
目
録
」
。

（
Ｍ
）
『
八
戸
市
史
近
世
資
料
編
Ｉ
』
一
’
一
二
（
八
戸
市
史
編
纂
委
員
会
編
、
一
一
○
○
七

（
皿
）
佐
竹
壱
岐
守
家
お
よ
び
佐
竹
式
部
少
輔
家
に
関
し
て
は
『
佐
竹
七
家
系
図
』
（
渡
辺
喜

（
Ⅱ
）
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
一

成
会
、
一
九
八
○
年
刊
）
。

｛
注
｝

（
１
）
『
寛
文
朱
印
留
上
』
一
一
一
「
佐
竹
義
隆
宛
領
知
判
物
・
目
録
」
（
史
料
館
叢
書
１

国
立
史
料
館
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
○
年
刊
）
。
以
下
本
稿
で
は
史
料
引
用
に

当
た
り
句
読
点
お
よ
び
闘
字
は
筆
者
に
よ
る
。

（
２
）
『
秋
田
県
史
資
料
近
世
編
上
』
一
五
九
「
徳
川
家
康
知
行
朱
印
状
」
（
秋
田
県
編
、

復
刻
版
一
九
七
九
年
刊
）
。
原
典
は
東
京
大
学
史
料
編
墓
所
所
蔵
「
義
宣
家
譜
五
」
の

写
本
に
よ
る
。

（
３
）
『
秋
田
県
の
地
名
』
（
日
本
歴
史
地
名
大
系
５
平
凡
社
、
一
九
八
○
年
刊
）
。
『
横
手

市
史
通
史
編
原
始
・
古
代
・
中
世
』
（
横
手
市
編
、
二
○
○
八
年
刊
）
。

（
４
）
註
（
１
）
に
同
じ
、
『
寛
文
朱
印
留
上
』
の
一
五
「
毛
利
綱
広
宛
領
知
判
物
・
目
録
」
。

（
５
）
～
（
９
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
雑
録
こ
（
県
Ａ
ｌ
一
○
三
’
一
）
。

（
皿
）
註
（
５
）
～
（
９
）
、
お
よ
び
（
四
）
に
引
用
し
た
史
料
は
、
註
（
２
）
の
『
秋
田
県
史

資
料
近
世
編
上
』
に
三
○
二
「
御
判
物
之
写
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

『
県
史
』
の
「
宛
行
之
詑
」
に
つ
い
て
は
、
本
分
の
通
り
「
宛
」
で
は
な
く
「
充
」
の
文

に
も
こ
の
よ
う
な
操
作
を
施
し
て
出
羽
国
六
郡
で
二
○
万
石
と
な
る
よ
う
に
辻
棲
を
合
わ
せ

た
の
だ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
幕
府
側
も
こ
れ
を
追
認
し
、
享
保
十
九
年
の
領
知
朱
印
状
に
見

ら
れ
る
通
り
、
出
羽
国
六
郡
に
二
○
万
石
と
い
う
領
知
目
録
が
発
給
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

以
上
に
よ
り
、
寛
文
印
知
を
め
ぐ
る
幕
府
と
秋
田
藩
側
と
の
や
り
取
り
が
、
次
の
検
討
課

題
と
な
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
。
幕
府
は
何
を
根
拠
に
佐
竹
氏
に
二
○
万
石
の
表
高
を
認

定
し
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
を
受
け
た
秋
田
藩
側
は
何
に
基
づ
い
て
出
羽
国
六
郡
で
二
○
万

石
と
な
る
郷
村
高
辻
帳
を
創
っ
た
の
か
、
そ
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
基
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う

台
帳
と
郷
村
高
辻
帳
を
突
き
合
わ
せ
、
両
者
を
子
細
に
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な

る
。
そ
れ
が
な
さ
れ
た
と
き
本
稿
の
主
張
は
よ
り
一
層
強
い
説
得
力
を
持
つ
だ
ろ
う
。

一
編
、
加
賀
谷
書
店
、
一
九
九
三
年
刊
）
。

寛
政
重
修
諸
家
譜
第
三
』
清
和
源
氏
義
光
流
佐
竹
（
続
群
書
類
従
完

年
刊
）
。
原
典
は
、
盛
岡
市
中
央
公
民
館
所
蔵
、
「
御
判
物
（
徳
川
家
光
領
知
判
物
と
。

（
旧
）
八
戸
市
立
図
書
館
所
蔵
、
八
戸
南
部
家
文
書
一
’
一
’
一
’
○
’
○
○
一
「
御
朱
印
写
」
。

（
船
）
註
（
Ｍ
）
の
『
八
戸
市
史
近
世
資
料
編
Ｉ
』
一
一
’
八
～
一
、
二
に
註
（
脂
）
の
徳
川

綱
吉
領
知
朱
印
状
と
同
年
の
領
知
目
録
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
翻
刻
に
一
部
誤
り
が

あ
る
。
な
お
、
同
書
口
絵
写
真
別
で
綱
吉
朱
印
状
の
原
典
を
確
認
す
る
こ
と
で
き
る
。

（
Ⅳ
）
．
（
肥
）
『
岩
手
県
の
歴
史
』
第
七
章
「
近
世
社
会
の
成
立
」
（
山
川
出
版
社
、
一
九
九
九

年
刊
）
。

（
岨
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
「
雑
録
こ
（
県
Ａ
ｌ
一
○
三
’
一
）
。

（
別
）
註
（
１
）
に
同
じ
、
『
寛
文
朱
印
留
上
』
四
三
「
南
部
重
直
宛
領
知
判
物
・
目
録
」
。

（
皿
）
註
（
１
）
に
同
じ
、
『
寛
文
朱
印
留
上
』
一
二
「
佐
竹
義
隆
宛
領
知
判
物
・
目
録
」

（
躯
）
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
四
の
一
一
三
八
七
。

（
恥
）
『
国
典
類
抄
第
十
巻
軍
部
全
貴
秋
田
県
立
図
書
館
編
、
秋
田
県
教
育
委
員
会
発
行
、

一
九
八
○
年
刊
）
。
軍
部
五
「
御
判
物
井
御
高
辻
」
に
よ
れ
ば
、
寛
文
印
知
に
当
た
り
秋

田
藩
は
郷
村
高
辻
帳
の
作
成
を
め
ぐ
っ
て
相
当
混
乱
し
た
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
別
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
、
県
Ａ
ｌ
三
五
「
御
代
々
被
指
上
候
郷
村
帳
・
郷
帳
御
末
書
写
」
。

（
妬
）
秋
田
県
公
文
書
館
所
蔵
、
県
Ａ
ｌ
一
○
三
’
三
「
雑
録
一
一
一
」
。

（
恥
）
註
（
２
）
の
『
秋
田
県
史
』
は
、
東
京
大
学
史
料
編
墓
所
所
蔵
、
「
義
宣
家
譜
五
」

の
写
に
基
づ
い
て
一
六
八
「
知
行
高
目
録
（
貞
享
元
年
九
月
二
一
日
）
」
を
収
録
し
て
い
る
。

そ
の
貞
享
元
年
領
知
目
録
に
よ
れ
ば
、
各
郡
の
高
が
本
文
中
に
引
用
し
た
享
保
十
九
年

吉
宗
領
知
朱
印
状
、
お
よ
び
寛
文
四
年
郷
村
高
辻
帳
が
記
す
各
郡
の
高
に
完
全
に
一
致

し
、
出
羽
国
六
郡
を
合
計
す
る
と
二
○
万
石
と
な
る
。
し
か
し
、
秋
田
藩
庁
文
書
の
中

に
貞
享
元
年
の
領
知
目
録
が
見
あ
た
ら
ず
、
ま
た
、
「
義
宣
家
譜
五
」
に
は
貞
享
元
年

領
知
目
録
の
典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
〈
７
回
は
こ
れ
を
検
討
の
対
象
か
ら
除
外

し
た
。
詳
し
く
は
、
後
稿
に
検
討
し
た
い
。

（
〃
）
註
（
路
）
に
同
じ
、
『
国
典
類
抄
第
十
巻
軍
部
全
』
。

120

(27）

Akita University




